
 

中国会計税務実務 

2020年第 22号 

今回のテーマ：新型感染症の感染防止及び経済社会の発展を支援するための優遇税制ガイド 

税務総局は、新型感染症の感染及び経済社会の発展を支援するため、過去に公布された優遇税

制を整理しガイドを作成した。今回はそのガイド内容を簡単に説明する。 

主な内容： 

 

優遇の対象 主な内容

新型感染症の防止に努める者、医療従事

者及び防疫業務の従事者

2020年1月1日から2020年12月31日まで、新型感染症の防止に努める者、医療従事者及び

防疫業務の従事者が政府の規定に基づき受領する一時的な勤務手当や賞与については、個人

所得税を免除する。政府の規定には、各級の政府が規定する勤務手当や賞与基準を含む。

新型感染症の防止のために企業が従業員

に支給する医薬品、医療用品及び防護用

品（現金は含まない）などを受領する個人

2020年1月1日から2020年12月31日まで、新型感染症の防止のために企業が従業員に支給

する医薬品、医療用品及び防護用品など（現金は含まない）については、現物支給とは見なさず

、また個人所得税も免除する。

新型感染症の防止や抑制に関する重点物

資の生産企業

2020年1月1日から2020年12月31日まで、新型感染症の防止や抑制に関する重点物資の生

産企業は、主管税務機構へ申請を行うことで、増値税の未控除税額について19年末より増加し

た分を全額還付申請することができる。

新型感染症の防止や抑制に関する重点物

資の生産企業

2020年1月1日から2020年12月31日まで、新型感染症の防止や抑制に関する重点物資の生

産企業が、生産拡大のために新規で購入した関連設備については、一括で当期の原価費用として

計上し、損金算入することができる。

新型感染症の防止や抑制に関する重点物

資の運送サービスを提供する納税者

2020年1月1日から2020年12月31日まで、新型感染症の防止や抑制に関する重点物資を運

送し取得した収入に対しては、増値税を免除する。

公共交通運輸サービス、生活サービス及び

国民の生活必需品に関し宅配サービスを提

供する納税者

2020年1月1日から2020年12月31日まで、公共交通運輸サービス、生活サービス及び国民の

生活必需品に関し宅配サービスを提供し取得した収入に対しては、増値税を免除する。

衛生健康主管部門が手配・輸入した新型

感染症の防止や抑制に直接使用可能な物

資

2020年1月1日から2020年12月31日まで、衛星健康主管部門が手配・輸入した新型感染症

の防止や抑制に直接使用可能な物資に対しては、関税を免除する。

輸出企業
2020年3月20日より、磁器製衛生器具など1084項目の製品について輸出税還付率を13%に

引き上げるほか、植物成長調整剤など380項目の製品について輸出還付率を9%に引き上げる。

中古車販売経営者

2020年5月1日から2023年12月31日まで、中古車販売経営者に対しては、簡易徴収税率

3%に基づき、2%の低減税率で増値税を徴収していたものを0.5%の徴収税率で徴収することに

変更する。

税抜売上の計算式は次の通りである。

税抜売上＝税込販売額÷（1+0.5%）。

新エネルギー車を購入する企業または個人

2018年1月1日から2022年12月31日まで、『自動車取得税の免除対象である新エネルギー車

リスト』に記載の新エネルギー車に対しては、自動車取得税を免除する。「リスト」の詳細は工業情

報化部及び税務総局の公告を参照のこと。2017年12月31日まで、既に「リスト」の対象である新

エネルギー車に対しては、引き続き自動車取得税を免除する。

公益団体あるいは県以上の人民政府及び

その他部門等の国家機関を通じて新型感

染症の防止・抑制のために寄付する企業ま

たは個人

2020年1月1日から2020年12月31日まで、企業または個人が、公益団体あるいは県以上の人

民政府及びその他部門等の国家機関を通じ新型感染症の拡大防止のために行う現金・物品の

寄付については、企業所得税または個人所得税の課税所得から全額控除することが出来る。

新型感染症の拡大防止や治療を行う病院

に対し、新型感染症拡大防止のために物

品を寄付する企業または個人

2020年1月1日から2020年12月31日まで、企業または個人が、新型感染症の拡大防止や治

療を行う病院に対し、新型感染症拡大防止のために直接寄付した物品については、企業所得税

または個人所得税の課税所得から全額控除することができる。

新型感染症の拡大防止のために物品を無

償で寄付する企業または個人事業者

2020年1月1日から2020年12月31日まで、企業と個人事業者が自製、委託加工あるいは購

入した物品を公益性団体または県以上の人民政府及びその他部門等の国家機関を通じて、直

接に新型感染症の拡大防止・治療を行う病院に無償で寄付する場合、増値税、消費税、都市

維持建設税、教育費付加、地方教育費付加を免除する。

新型感染症の拡大防止のために寄付する

輸入物資

2020年1月1日から2020年3月31日まで、「慈善寄付物資の輸入税免除暫定弁法」に規定さ

れた免税輸入範囲を拡大し、新型感染症の拡大防止のために寄付される輸入物資に関しては、

輸入関税、輸入増値税と消費税を免除する。

感染拡

大防止

・医療

への支

援

物資供

給への

支援

対外

貿易

の安

定及

び内

需の
拡大

公益性

の高い

寄付の

奨励

2020年 7月 20日 



 

© 2020 Grant Thornton China. All rights reserved 

Grant Thornton China is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the 

member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. 

Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. 

 

                       以上 
 
 

優遇の対象 主な内容

新型感染症により生産経営に深刻な影響

が生じた企業

新型感染症により生産経営に深刻な影響が生じた企業の、2020年度に発生する損失の繰越期

間については通常の5年から8年に延長する。深刻な影響が生じた企業の2020年度の主要業務

売上は総収益（非課税収入や投資収益は含まない）の50%以上を占める必要がある。

電子税務総局を通じ、「繰越欠損金の期限延長の適用に関する声明書」を提出する必要がある

。

増値税小規模納税者

2020年3月1日から2020年12月31日まで、湖北省における増値税小規模納税者に関しては、

本来3%の徴収税率が適用される販売収入について、増値税を免除する。また予定納税について

も一時的に停止する。

2020年3月1日から2020年12月31日まで、湖北省以外の地域における増値税小規模納税者

に関しては、本来3%の徴収税率が適用される販売収入について、1％徴収税率をもって増値税

を徴収する。また予定納税についても1％徴収税率をもって増値税を徴収する。

小型薄利企業、個人事業者及び農家向

けに普恵（普遍的な恩恵）融資サービス

を提供する納税者

2019年12月31日に到来する優遇税制の期限を2023年12月31日まで延長する。

機関事業単位以外の基本養老保険、失

業保険、公傷保険（以下三項社会保

険）に加入する企業（機関事業単位以

外の厚生年金とその他保険に加入する企

業）

2020年2月1日から2020年12月31日まで、中小零細企業が負担する三項社会保険料につい

ては免除する。また2020年2月1日から2020年6月30日まで、湖北省以外の地域の大規模企

業(ただし機関事業単位は含まない)などが負担する三項社会保険料の半額について減免する。こ

の他、2020年2月1日から2020年6月30日まで、湖北省の大規模企業(ただし機関事業単位

は含まない)などが負担する三項社会保険料について免除する。

新型感染症により生産経営に深刻な影響が生じた企業については、社会保険料の納付を2020

年12月末までに延長する。また納付延長に係る滞納金についても免除する。

企業の方法で養老保険、失業保険、公傷

保険（厚生年金とその他保険）に加入す

る従業員を雇う個人事業者

2020年2月1日から2020年12月31日まで、企業の方法で保険（厚生年金とその他保険）に

加入する従業員を雇う個人事業者に対して、企業負担の保険料を免除する。

基本医療保険に加入する企業

2020年2月より、各省は基金の運用と実際の需要に基づき、基金収支の中長期的なバランスを

確保することを前提として、企業が負担する職工基本医療保険料について、その半額を免除する。

ただし免除期間は５カ月を超えない。

各類保険加入企業及びその従業員、企業

の方法で保険に加入した個人事業者とその

従業員、民間非企業・団体など各類社会

組織及びその従業員など、個人名義で保

険に加入する（国民年金）個人事業者

及びフリーター

各省の2020年度社会保険個人納付基数の下限は引き続き2019年度個人納付基数の下限

のままにすることができる。個人納付基数の上限は規定に基づき通常通り調整する。

個人で企業職員基本養老保険（国民年

金）に加入する個人事業者及びフリーター

個人で企業職員基本養老保険（国民年金）に加入する個人事業者及びフリーターは、2020

年の基本養老保険料を納付することが困難である場合、納付について延長することができ、2021

年に併せて納付することが出来る。この場合、2020年納付できなかった保険料は、2021年末まで

に納付することができ、納付基数は2021年の各地の個人納付基数の上下限以内で自主的に選

択することが出来る。

サービス業に従事する小型薄利企業や個

人事業者に対して不動産賃貸料を減免し

た貸手

サービス業に従事する小型薄利企業や個人事業者に対して不動産賃貸料を減免した貸手に対し

ては、規定により当期の不動産税、城鎮土地使用税を減免する。

小型薄利企業または個人事業者

2020年5月1日から2020年12月31日まで、小型薄利企業（あるいは個人事業者）は2020

年の残りの申告期に規定に基づき予定納税（あるいは個人事業経営所得の納税申告）を行っ

た後、暫定的に当期の企業所得税（または個人所得税）の納付をすることなく、2021年の最初

の申告期間に一括で納付することができる。このうち、個人事業者が簡易申告を行う場合、2020

年5月1日から2020年12月31日まで個人所得税の納付を保留するとともに、2021年の最初の

申告期間に一括で納付することができる。

物流会社の大口商品のための倉庫用地に

係る城鎮土地使用税の納税者

2020年1月1日から2022年12月31日まで、物流企業が所有する（自己所有目的と貸付目的

の両方を含む）あるいは大口商品のために賃借する倉庫用地に対しては、土地等級に応じ適格

税額基準の50%で城鎮土地使用税を徴収する。

映画興行サービスを提供する納税者
2020年1月1日から2020年12月31日まで、映画興行サービスを提供して取得した収入に対して

は増値税を免除する。

映画配給企業 2020年度に発生する損失の繰越期間については、通常の5年から8年に延長する。

文化事業建設費納付者 2020年1月1日から2020年12月31日まで、文化事業建設費を免除する。

事業再

開への

支持

致同（GT 中国）は、中国国内において日系企業向けの専門サービス部門とし

て、 GT 日本と共同で日本デスクを展開しています。日中共同の日本デスクとして、

現地の日系企業様の立場に立ってサービスを提供してまいります。 
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